
鳥取市障がい児・者地域生活体験事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）

の規定に基づき、鳥取市障がい児・者地域生活体験事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付につ

いて、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、在宅等の障がい児及び障がい者が親元などから自立して、地域生活を営むことがで

きるよう、地域生活を体験できる住宅（以下「生活体験ホーム」という。）を提供して、生活技術と自立

意欲を高める支援を試行的に行うことにより、在宅の障がい児及び障がい者の社会的自立を促進するこ

とを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 市は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県障がい児・者地域生活体験事業実施要綱（平成１８

年５月１１日付第２００５００１３９００２号鳥取県福祉保健部長通知。）に基づき、別表第１欄に掲げる

事業（以下「補助事業」という。）を行う同表第２欄に掲げる者（以下「事業実施主体」という。）に対し、

事業実施主体の同表第３欄に定める補助基準額と第４欄に定める経費（以下「補助対象経費」という。）の

実支出額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭

和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じてた金額の合計額をいう。以下同

じ。）を除く。）から寄附金その他の収入額及び利用者からの負担金を控除した額とを比較して少ない方の

額（以下「選定額」という。）に、同表第５欄に定める割合を乗じて得た額（１，０００円未満の端数は、

これを切り捨てるものとする。以下「算定基準額」という。）の補助金を予算の範囲内で交付する。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の６月２０日までに行うものとす

る。ただし、平成１９年度の本補助金の交付申請は、適宜申請を行うことができるものとする。 

２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び様

式第２号によるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条

の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費に別表の第５欄に定める割合を乗じて得た額（以

下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（承認を要しない変更） 

第５条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額 

（２）本補助金の２割を超える減額 



 

（着手届を要しない場合） 

第６条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２号に該当する場合以

外の場合とする。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１２条に定める実績報告は、本補助金の交付を受けた年度の翌年度の４月２０日までに行

わなければならない。 

２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号及び第２号に

よるものとする。 

３ 事業実施主体は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告

控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超え

る場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 事業実施主体は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績

報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超え

るときは、様式第３号により速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けて、その超える額に対応す

る額を市に返還しなければならない。 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、福祉部長が別に

定める。 

   

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２０年２月２６日から施行し、平成１９年度の補助事業から適用する。 

 （平成１９年度における交付申請書の特例） 

２ 平成１９年度に限り、補助金の交付の申請に係る第６条の規定の適用については、同条中「６月２０

日」とあるのは、「市長が別に定める日」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年８月７日から施行する。ただし、障害者支援施設等に入院又は入所している

者の利用については、平成２４年４月１日から適用する。 

  なお、障害者支援施設等に入院又は入所している者及び精神科病院入院者の、平成２４年４月１日か

ら平成２４年８月７日までの期間において利用を開始した場合、本事業と障害福祉サービスのいずれか

しか利用することができない。 

（事業所の指定等） 

２ グループホーム型補助の廃止に伴い、グループホーム型事業所については廃止届の提出がなされたも

のとして取り扱うこととする。 



附 則 

（施行期日等） 

 この要綱は、平成３０年６月２０日から施行し、平成３０年度事業から適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表（第３条関係） 

 

１  補助

事業 

２  補助

対象者 

３ 補助基準額 ４ 補助対象

経費 

５ 全体に占

める割合 

鳥取市障

がい児・者

地域生活

体験事業 

生活体験

ホームを

運営する

県の指定

を受けた

社会福祉

法人等 

生活体験ホーム 

アの算式により算出された額とイの額

の合計額。 

ア 利用者一人当たりの日額単価×年

間利用延べ日数（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）第

２９条第３項及び第３０条第２項並び

に附則第２２条第４項の規定に基づ

き、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく

指定地域相談支援に要する費用の額の

算定に関する基準（平成２４年厚生労

働省告示第１２４号）別表第１の５に

定める体験宿泊加算（以下「障害福祉

サービス」という。）の利用日数を除

く。） 

日 額 単 価 

４，２７０円／人 

※ただし補助基準額上限は予算の範囲内と

する。 

 

イ 家賃補填額 

事業実施主体１箇所当たり３３０，０

００円 

 

※補助基準の算定にあたって、第２欄に

掲げる実施主体が障害福祉サービス

を実施することが可能な場合につい

ては、その実施可能な部分について同

サービスを適用するものとする。 

生活体験ホー

ム運営のため

に必要な経費

（人件費、通信

運搬費、消耗品

費、光熱水費、

賃借料等（工事

請負費（県内事

業者が施工を

行ったものに

限る。ただし、

止むを得ない

事情で県内事

業者への発注

が困難と県が

認めた場合に

ついては、この

限りでない。）

及び委託費（県

内事業者が実

施したものに

限る。ただし、

止むを得ない

事情で県内事

業者への発注

が困難と 県

が認めた場合

については、こ

の限りでな

い。）を含む。）） 

 

市に居住する

利用者の年間

利用延べ日数

／生活体験ホ

ームの年間利

用延べ日数

（障害福祉サ

ービスの利用

日数を除く。） 

 

 

 

 



様式第１号（第４条、第７条関係） 

 

年度鳥取市障がい児・者地域生活体験事業計画（報告）書 

 

（単位：円） 

生活

体験

ホー

ムの

名称 

補助対象経費

の実支出予定

（ 済 ） 額 

Ａ 

利用者負担金

等その他の収

入額 

Ｂ 

 

差  引 

 

 

Ａ－Ｂ＝Ｃ 

 

補 助 基 準 額 

 

 

Ｄ 

選定額 

（Ｃ及びＤ 

を比較して 

少ない方の 

額）Ｅ 

全体に占

める本市

の割合 

 

Ｆ 

Ｅ×Ｆ 

算定基

準額 

（千円未

満切捨） 

 ※人件費等の額(

建物の賃借料を除

く。) 

 

 

 

※家賃相当額以外

の収入額 

 

 

 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
（算式） 
＠4,270円× 
延べ   日 
（生活体験ホーム 

の年間利用延べ 

日数） 

  
 
 
／ 

  

※建物の賃借料 

 

 

 

 

※家賃相当額の収

入 

 
 

 

 

３３０，０００円 
 

  
 
／ 

 
 

  

小計 
        

 
注１ ２以上の生活体験ホームについて記入する場合については、上表に続けて追加して記入することと

し、合計欄を設けること。 
   ２ 利用者負担については、市町村補助がある場合の単価を用いて導き出される額を記入すること。 
   ３ A欄の人件費の額について、個別表の３（A）欄と一致すること 
   ４ A欄の建物の賃借料は、別紙個別表の３（B）欄と一致すること。 
   ５ B欄の家賃相当額以外の収入は、個別表の 4の②＋③＋④の合計額から(ａ)欄の額を減じた額と一致 
   ６ B欄の家賃相当額の収入は、個別表の 4の(ｂ)欄の額と一致 
   ７ D欄の年間延利用日数は、障害福祉サービスの利用を除いた日数を記載すること。 
 
    

この事業を行うに際し他の補助金の活用の有無（いずれかに○） 有・無 

「有」の場合はその補助金名等を記載してください。 
・補助金名（                          ） 
・事業内容（                          ） 
・補助金所管団体名（                      ） 
・上記の連絡先（                        ） 

 
＜添付書類＞ 別紙個別表 

 

 



別 紙 

個   別   表 

（注）個別表は、生活体験ホームごとに作成すること。 

 

１ 生活体験ホームの概要 
 

生活体験ホームの名称  

生活体験ホームの所在地  

支援員の配置状況 

支援員の氏名  
常勤・非 

常勤の別  

 

 

配置(予定)日数 年間延べ        日 

配置(予定)時間 午前・後  時  分 ～ 午前・後  時  分 

①利用者負担金 

（市町村補助がある場合） 

個人負担額：       円(１泊２日負担の場合は 1/2)の額 

（内訳） 

家賃相当額：     円、光熱水費：     円 

材 料 費：     円、日用品費：     円  

その他（人件費等）：       円     等 

②利用者負担金 

（市町村補助がない場合） 

個人負担額：       円(１泊２日負担の場合は 1/2)の額 

（内訳） 

家賃相当額：     円、光熱水費：     円 

材 料 費：     円、日用品費：     円 

その他（人件費等）：       円     等 

注１ 市町村補助の有無により利用者負担に差がある場合は、両方の額を記入すること。 

 ２ 建物の賃貸借契約書等の写しを添付すること。 

 ３ 支援員の勤務状況の判る資料（出勤簿等）の写しを添付すること。 

 ４ 支援員の配置（予定）日数は、障がい福祉サービスの利用を除いた日数（下記２の太枠の日数）を記載すること。 

 

２ 利用（予定）者の状況等 

（１）当該生活体験ホーム等の利用（予定）者の状況 

  ア 当該生活体験ホーム等を利用する他の市町村名 

  イ 当該生活体験ホーム等の年間利用延べ日数 

  ウ イのうち本市に居住する利用者の状況 
 

区分 年齢 
性

別 

障がいの状況 

（身障・知的・精

神の別） 

年間利用 

延べ日数 

(A)((B)+(C)) 

当該補助事

業の対象日

数（B） 

障害福祉サ

ービスの利

用日数（C） 

日中の活動場所 

Ａ        

Ｂ        

Ｃ        

計        

 



（２）地域生活への移行状況〔実績報告時のみに記載〕 

    ※上記（１）の利用（予定）者のうち、地域生活を実現することができた者について記載すること。 
 

区分 生 活 場 所 備  考 

   

   

   

  注 生活場所の欄には、「グループホーム」、「アパートでの単身生活」など、利用者の生活場所を記載すること。 
 
 
 
 

３ 運営経費の内訳（見込み） 
 

項   目 金 額 積  算  内  訳 

① 人件費 

(賃金、諸手当、法定福利費等)              

          円 （例）支援員：月額○○円×12か月×１人＝×××円  

②需用費 

（光熱水費、印刷製本費等） 

  

③役務費 

（通信運搬費、保険料等） 

  

④使用料及び賃借料 

（⑥以外） 

  

⑤その他 

 

  

小 計 … Ｘ (A)  

⑥建物の賃借料…Ｙ 

 

(B) （例）家賃：月額××円×12か月＝△△△円 

 

合計…Ｘ＋Ｙ (C)  

注１ ①「合計…Ｘ＋Ｙ」の項の金額は、４の表の「合計…Ｘ＋Ｙ＋Ｚ」の項の金額と一致すること。 
 ②補助対象経費に工事請負費及び委託料が含まれ、県内事業者への発注が困難な場合、その理由を積算内訳欄に記載す 

ること。 
 

 
 
 
 
 



４ 収入額等の内訳（見込み） 
 

項   目 金 額 積  算  内  訳 

 

 

 

 

 

収 

 

 

入 

 

 

額 

①利用者負担金 

（実徴収額） 

          円 

 

光熱水費 ：＠     円×延べ   日＝     円 

食材料費 ：＠     円×延べ   日＝     円 

家賃相当額：＠     円×延べ   日＝     円 

その他（人件費等） 

     ：＠      円×延べ   日＝     円 

（注）延べ日数は、当該生活体験ホームの利用者全ての日数 

 

 

＜再掲＞ 

家賃相当額 

 

(a) 

（参考）② １の①

を基に算定される

利用者負担金 

          円 

 

光熱水費 ：＠     円×延べ   日＝     円 

食材料費 ：＠     円×延べ   日＝     円 

家賃相当額：＠     円×延べ   日＝     円 

その他（人件費等） 

     ：＠      円×延べ   日＝     円 

（注）延べ日数は、当該生活体験ホームの利用者全ての日数 

 

 

＜再掲＞ 

家賃相当額 

 

(b) 

③寄附金 

 

  

④その他 

 

  

小 計…Ｘ 

①＋③＋④ 

  

⑤補助金…Ｙ  市補助金： 

○○市補助金：      ××町補助金： 

△△町補助金： 

⑥自己財源…Ｚ   

合 計…Ｘ＋Ｙ＋Ｚ   

注 ① 「合計…Ｘ＋Ｙ＋Ｚ」の項の金額は、３の表の「合計…Ｘ＋Ｙ」の項の金額と一致すること。 

  ②延べ日数について、障害福祉サービスの利用を除いた日数を記載すること。 

  ③「④その他」について、障害福祉サービスの利用に係る収入を含めて記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第４条、第７条関係） 

 

年度鳥取市障がい児・者地域生活体験事業収支予算（決算）書 

 

 

１ 収入の部                                                         （単位：円） 

区分 本年度予算額 

 

（本年度決算額） 

前年度予算額 

 

（本年度予算額） 

比 較 増 減 備 考 

増 減 

市補助金 
     

その他市町村

補助金 

     

その他 
     

計 
     

 

 

 

２ 支出の部                                                         （単位：円） 

区  分 

本年度予算額 

 

（本年度決算額） 

前年度予算額 

 

（本年度予算額） 

比 較 増 減 

備 考 
増 減 

 

運営経費 

     

計 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

鳥取市長 様 

住所             

団体名            

代表者名           

 

 年度鳥取市障がい児・者地域生活体験事業補助金に係る消費税仕入控除税額確定報告書 

 

 年 月 日付け第  号で交付の決定（又は変更決定）通知がありました補助金について、鳥取

市障がい児・者地域生活体験事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第７条第４項の規定

に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１  交付要綱第７条の規定による補助金の確定額 

（ 年 月 日付け 第  号による補助金交付決定額） 

金                  円 

 

２  実績報告時に減額した消費税仕入控除税額         金                  円 

 

３  消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額   金                  円 

 

４  補助金返還相当額  

（３－２） ×補助金の確定額／算定基準額     金                  円 


